
全国的にも出生数が低下し、少子化が進行してい

る状況の中で、本市では、何とか子どもを増やすき

っかけをつくれないかとの思いから、子育てを支援

し活力あるまちづくりをめざして、平成９年に「エ

ンゼル祝金条例」を制定しました。この制度は、第

３子以上が誕生した家庭を対象に、第３子には２万

円、第４子には２０万円、第５子には３０万円を贈呈す

るというものです。

この制度を知った地元自動車メーカー・ダイハツ

工業㈱から、「家族が増えれば２台目の車が必要にな

るのではないか。地元企業として協力したい。」と、

４人目以上の子どもが生まれた家庭に、軽乗用車を

３年間無料で貸し出すサービスの提案が寄せられま

した。使用者の負担は任意保険とガソリン代などで、

自賠責保険、諸手続き費用は同社が負担し、３年間

のレンタル期間終了後は、希望があれば中古車価格

で販売されるというものです（貸し出しは１家庭に

１台）。

当時、少子化対策として出産家庭に祝金を出す自

治体は８００団体を超え、祝金以外にアルバムや商品

券を贈る事例もありましたが、車の貸与といったケ

ースはありませんでした。この取組は、行政のみな

らず企業からも子育て支援策にご協力いただくこと

で、市のイメージアップにもつながっているものと

考えています。

当初は、平成９年度から平成１３年度までの５年間

の時限条例として運用してきましたが、官民一体と

なった取組がマスコミでも取り上げられ大きな反響

を呼んだことから、市も企業もこの事業を引き続き

平成２４年３月まで継続することとしています。現在

では本市のユニークな子育て支援施策として定着し、

平成１８年度までに７２世帯が利用されています。

一方で、「すべての子どもの誕生を祝福すべき。」

という市民からの強い要望も寄せられており、「新生

児の９割を占める１人目、２人目の出産も支援しな

いと出生率の向上は望めないのではないか。」との意

見も交わされましたが、出生数が多いだけに費用を

どうまかなうかが課題となっていました。

そこに、大阪府の出産育児応援事業のニュースが

飛び込んできました。大阪府が第３子以降の出産時

に１子につき５万円の応援金を贈る事業の実施を契

機にエンゼル祝金制度を見直すこととしました。

その内容は、市がこれまで実施していた第３子へ

の２万円は廃止し、第４子は１５万円、第５子以上は

２５万円とそれぞれ５万円を減額。これによって生じ

た財源を、第１子・第２子への支援に転用しようと

いうものです。第４子以上への受給額は、大阪府の

事業との併用で同額となり、第３子については３万

大阪府の事業が制度拡充を後押し

ユニークな取組でイメージアップ
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円増額されることになります。

第１・２子への支援についても、企業の協賛をい

ただくことにしました。

第１子については、祝品として最適と思う商品を

複数のベビー用品メーカーから提案してもらい、庁

内の職員にアンケートを行い、人気の高かった「ベ

ビーマグセット」を市が廉価で購入してプレゼント

することにしました。

また、第２子には地元の㈱池田銀行と市が５,０００

円ずつを負担し、額面１万円の赤ちゃん名義の積立

式定期預金通帳を贈ることにしました。これらを

「エンゼル祝品制度」として、府の事業と同時にスタ

ートしました。企業の協力によりエンゼル施策の充

実が図れたものと考えます。

平成１７年４月に「池田市子ども条例」を制定し、

子どもの育成に関する市の施策の基本的事項を定め

ました。また、児童エンゼル医療費助成（第２子以

上の子どもの医療費を助成）、保育所児童エンゼル補

助（第４子以上の子どもを対象に保育料相当分を補

助）、幼稚園児エンゼル補助（第４子以上の子どもを

対象に入園料・保育料を補助）などの施策を幅広く

展開し、多面的に子育て支援に取り組んでいます。

今後も継続して「子育て」におけるニーズを把握

し、子どもの成長に合わせて適切な施策を実施して

いくことが重要であるとの認識のもと、民間の協力

に感謝しながら“元気な子ども達が育つまち・池田”

づくりをめざしています。

子育てのまち池田へ！

広がる企業の協力の輪
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